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技術管理費は全て経費の
対象ですか。又、本工事
の中で対象から外れる物
はありますか。

セメント安定処理配合試験及び六価
クロム溶出試験についてのみ経費の
対象外で積算しております。それ以
外については、スクラップ及び事業
損失防止費が経費の対象外です。

(物価+積算)/2、建設物
価、は文字通りの意味だ
と考えて宜しいですか。
又物価資料の比較地区、
数量規模を全てご教授願
います。

(建物+積資)/2は建設物価と積算資
料の平均。建設物価は建設物価のみ
の単価採用となります。地区、数量
規模については別紙を参照くださ
い。

以下余白

土木工事標準積算参考資料（京都府
刊）第1編第2章6.に記載のとおり全
ての間接費の対象外で積算しており
ます。

事前家屋調査費は、現場
管理費及び一般管理費の
対象ですか。

質問内容 回　　　　答

（ア）安全管理
3行目の「関係機関」と
は具体的にどういった機
関を対象としているかご
教示ください。

警察、消防、学校、生活環境課、自
治会等を想定しています。

事業損失防止費は、全て
経費の対象となります
か。詳しくご教示願いま
す。

土木工事標準積算参考資料（京都府
刊）第1編第2章6.に記載のとおり全
ての間接費の対象外で積算しており
ます。

入札工事の見積資料に関する質問回答書

No.1
見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和5年7月14日

工事名　：
舞鶴市 建設部 土木課

引土境谷線道路改良工事


